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郡山市子 条例 
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第１章 総則 

（目的） 
第１条 条例 、未来を担う子 ち 生 い 輝く ち く を進
郡山市 い 、児童 権利 関 条約 精神 、子 を支援  

基本理念を定 、市、保護者、市民等、学校等関係者及 事業者 責務を 
明 、子 へ 支援 関 施策を総合的 継続的 推進  
基本 事項を定 、子 を第一 考え ち く を推進 、
子 健や 成長 、自立 社会を実現 を目的 ひ 
（定義） 

第２条 条例 い 、次 各号 掲 用語 意義 、当該各号 定  
ひ 

 (1) 子  市内 住 、勤 、又 通学、通園若 く 通所 18歳未 者
をいうひ 

 (2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人 他 者 、子 を現 監護
者をいうひ 

 (3) 市民等 市内 住 ､勤 ､通学 者又 市内 活動 個人､法人若 く
団体をいうひ 

 (4) 学校等関係者 児童福祉法（昭和22年法律第164号） 規定 児童福祉 
施設、学校教育法（昭和22年法律第26号） 規定 学校 

他子 学 、又 育 を目的 通学 、 
通園 、通所 、又 入所 施設（以下「学校等」   
いうひ） 関係者をいうひ 

 (5) 事業者 市内 い 事業活動を行う者又 団体をいうひ 

（基本理念） 

第３条 子 へ 支援 、子 成長段階 応 学 、遊 等を通 人間
関係を構築 、自 意見を表明 主体的 社会 参加 環境
を整備 を旨 行わ いひ 

２ 子 へ 支援 ､子 差別､虐待､体罰､い 悩 ､又 苦
く安心 生 いく う、子 人権 尊重さ を旨

行わ いひ 
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３ 子 へ 支援 、子 自 を大切 思う気持ちや他者を思いや 心を 
育 、規範意識を身 付 、他者 人権を尊重 、次代

社会を担う う を旨 行わ いひ 
４ 子 へ 支援 、市、保護者、市民等、学校等関係者及 事業者

責務を果 重層的 行う 、相互 連携協力 継続的  
行わ いひ 

第２章 責務 

（市 責務） 

第４条 市 、基本理念 、子 へ 支援 関 基本的 総合的
施策を実施 ひ 

２ 市 、子 へ 支援 関 施策を実施 、予算 範囲内 い 、
必要 財政上 措置を講 ひ 

３ 市 、保護者、市民等、学校等関係者及 事業者 責務を果  
う、 者 対 必要 支援を行う ひ 

（保護者 責務） 

第５条 保護者 、基本理念 、子 最善 利益を第一 考え  
、愛情を 子 成長及 発達 応 養育 努 ひ 

２ 保護者 、家庭 子 人格形成 基本的 役割を果 を自覚 、 
子 豊 人間性及 社会性を身 成長 いく 必要 協力を 
周囲 得 、 い家庭環境 く 努 ひ 

（市民等 責務） 

第６条 市民等 、基本理念 、子 へ 支援 重要性 い 関心 
及 理解を深 、子 へ 支援 関 施策及 取組 協力 う
努 ひ 

（学校等関係者 責務） 

第７条 学校等関係者 ､基本理念 ､子 成長及 発達 応 ､
主体的 学 、育ち、子 将来を自 拓 「生 力」を身 付

う、子 へ 必要 支援 努 ひ 
２ 学校等関係者 、学校等 差別、虐待、体罰、い 等 子 を 
守 、子 安全及 安心を 保 う努 ひ 

（事業者 責務） 

第８条 事業者 、基本理念 、社会的 影響力及 責任を意識 、 
子 健や 成長を支援 活動を行い、子 へ 支援 関 施策 協力

う努 ひ 
２ 事業者 、雇用 労働者 子 接 時間を十分 保 、仕事 子育

両立を可能 う、雇用環境 整備及 当該労働者 仕事
生活 調和 い 考え 機会 提供 努 ひ 

   第３章 子 支援 基本的 施策 

    第１節 子 育成 支援 

（子 育ち 支援） 

第９条 市 ､子 健や 成長 ､安全 安心 環境 く 努

、子 社会 一員 自立 いく 施策を講  

ひ 
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（相談支援体制 整備等） 

第10条 市 、子 家族 支援 充実を図 、子 関 問題

い 安心 相談を 総合的 相談 体制を構築 ひ 

２ 市 、子 抱え 様よ 悩 対 、子 自身 相談 機会を 

保 必要 施策を講 ひ 

第２節 子 状況 応 適切 支援 

（障 い あ 子 へ 支援） 

第11条 市 、障 い あ 子 健や 成長 必要 施策を講  

ひ 

（虐待 予防等 関 取組） 

第12条 市 、虐待 い ちを目指 、子 虐待 予防及 早期発見 他

子 対 虐待を く 必要 施策を講 ひ 

２ 市 、虐待を受 い 子 又 あ 子 対 、決  

尊い命 奪わ い う 、一人 寄 添 迅速 対応を行う

、子 明 い未来 実現 最善 策を講 ひ 

（い 及 体罰 防止等 関 取組） 

第13条 市 、保護者、市民等、学校等関係者及 事業者 連携 、い 及  

体罰 子 を守 必要 施策を講 ひ 

（不登校及 関 取組） 

第14条 市 、保護者、市民等、学校等関係者及 事業者 連携 、不登校及  

関 問題 解決 必要 施策を講 ひ 

（経済的 困難 事情 あ 家庭 子 へ 支援） 

第15条 市 、経済的 困難 事情 あ 家庭 生 育 子

将来 左右さ い う、 子 健や 成長  

環境を整備 必要 施策を講 ひ 

（全 子 へ 適切 支援） 

第16条 市 、第11条 第15条 定 ほ 全 子 対 、 

状況 応 適切 支援を行う ひ 

    第３節 子育 家庭へ 支援 

（様よ 家庭環境 応 子育 家庭へ 支援） 

第17条 市 、保護者、市民等、学校等関係者及 事業者 連携 、 親家庭

を 様よ 子育 家庭 対 ､ 環境 応 ､子 安心 生活

支援を行う ひ 

（切 目 い子育 支援） 

第18条 市 、市民 安心 子 を産 育 、子 健や 成長

う､妊娠､出産及 後 子育 様よ 段階及 状況 応

必要 施策を講 ひ 

第４章 子 を第一 考え ち く 推進 

（子 へ わ や い情報提供） 

第19条 市、保護者、市民等、学校等関係者及 事業者 、自 行う子 へ

支援 関 施策や取組等 い 、子 自身 理解を深 、自分 意見を形成

必要 情報を、子 わ や く伝え う努 ひ 
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（意見表明や社会参加 促進） 

第20条 市 、子 社会 一員 自分 考えや意見を表明 社会

参加 機会を設 う努 ひ 

２ 市、保護者、市民等、学校等関係者及 事業者 、子 意見表明  

社会参加を促進 ､子 考えや意見を尊重 ､子 主体的

社会活動を支援 う努 ひ 

（広報及 啓発） 

第21条 市 、子 へ 支援 関 保護者、市民等、学校等関係者及 事業者

関心及 理解を深 、必要 広報及 啓発を行う ひ 

（調査研究） 

第22条 市 、子 へ 支援 関 施策 推進 関 、必要 応 、調査及

研究を行う ひ 

第５章 雑則 

（委任） 

第23条 条例 施行 関 必要 事項 、市長 別 定 ひ 

附 則 

条例 、平成30年４月１日 施行 ひ 


